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短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

あての木園短期入所センター 
重要事項説明書 

 
 
 
 
 
当事業所は、利用者に対して短期入所生活介護及び介護予防短期入所生

活介護サービス（以下「サービス」という。）を提供します。事業所の概

要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

通り説明します。 
 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果、「要支援」「要介

護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない

方でもサービスの利用は可能です。 

 
 
 
 

◆◇◆ 目次 ◆◇◆ 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（石川県指定 第 1770400016 号） 
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１．事業者 
(1)法 人 名     社会福祉法人輪島市福祉会 
(2)法人所在地     石川県輪島市三井町小泉上野２番地 
(3)電 話 番 号     0768－26‐1661 
(4)代表者氏名     理事長 中山 勝 
(5)設立許可年月    昭和 60 年 8 月 14 日 

２．事業所の概要 
(1)事業所の種類     
短期入所生活介護事業所・平成 12 年 4 月 1 日指定 
介護予防短期入所生活介護事業所・平成 18 年 4 月 1 日指定 

※当事業所は特別養護老人ホームに併設されています。 
(2)事業所の目的     

本人が有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営む

ことができるように総合的に支援することを目的にしています。 
(3)事業所の名称     あての木園短期入所センター 
(4)事業所の所在地   石川県輪島市三井町小泉上野２番地 
(5)電話番号         0768－26‐1661 
(6)施設長      谷口 広之 
(7)事業所の運営方針  

誰でもが地域の中で安心して生活し、住み続けられる地域の実

現のため、地域福祉の拠点となるように努力致します。 
(8)開設年月日       昭和 61 年 4 月 1 日 
(9)営業日及び受付時間 

営 業 日 年中無休 
受 付 時 間 8 時 30 分～17 時 30 分 

(10)通常の事業実施地域(送迎実施地域) 
河原田地区(旧輪島市)、三井地区(旧輪島市) 

※上記以外の地域から利用希望がある場合も利用可能です。 
(11)利用定員     20 人(※介護予防短期入所生活介護の利用者も含みます) 
(12)居室等の概要 

当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用され

る居室は、原則として 4 人部屋ですが、個室など他の種類の居室

の利用をご希望される場合は、その旨お申し出下さい。(但し、利

用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿えない場合

もあります。) 
短期入所専用居室数 その他の施設及び設備 

2 人部屋【2 室】 
4 人部屋【4 室】 

食堂、喫茶コーナー、談話コー

ナー、機能回復訓練室、特別浴
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特養入所専用居室等 室(臥床式浴槽・座位式浴槽)、個

浴室(檜風呂・個浴槽) 1 人部屋【6 室】2 人部屋【9 室】4
人部屋【19 室】 
医務室・看護室、サービスステーショ

ン、静養室、相談室 
＜別紙 全館のご案内参照＞ 

※上記は、厚生省が定める基準により、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生

活介護事業所に必置が義務づけられている施設・設備です。この施設及び設備を利

用し、滞在されるにあたり、光熱水費相当額及び室料をご負担いただきます。但し、

介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載さ

れた滞在費(居住費)の金額(１日当たり)のご負担となります。 
☆居室の変更：利用者等から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き

状況により事業所でその可否を決定します。また、心身の状況により居室を変更す

る場合があります。 
３．職員の配置状況 
 当事業所では、サービスを提供する職員として、指定介護老人福祉施

設の職員と併せて、以下の職種の職員を配置しています。 
【主な職員の配置状況】 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。(特別養護老人

ホーム・短期入所生活介護事業含む。) 
職 種 人 数 

 1．施設長(兼務) 1 名 
 2．医師(嘱託医) 1 名 
 3．生活相談員 2 名以上 
 4．介護職員 36 名以上 
 5．看護職員 3 名以上 
 6．栄養士 1 名以上 
 7．機能訓練指導員 1 名以上 
 8．介護支援専門員 2 名以上 

【主な職種の勤務体制】 
職 種 勤務体制 

1．介護職員 

標準的な時間帯における最低配置人員 
早番： 8：00～17：00 6～8 名 
遅番： 10：00～19：00 6～8 名 
夜勤： 17：00～10：00  5 名 

2．看護職員 

標準的な時間帯における最低配置人員 
早番： 7：30～16：30  1 名 
日勤： 8：00～17：00  1 名 
遅番： 9：00～18：00  1 名 
     ○土日の人数配置は上記と異なる場合があります。 
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４．当事業所が提供するサービスと利用料金 
 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 
 (1)利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険給付) 
(2)利用料金の全額をご負担いただく場合(介護保険給付対象外) 

があります。 
(1)介護保険給付対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付さ

れます。  
〈サービスの概要〉 

1)食事：当事業所では、栄養並びに身体の状況および嗜好を考慮した食

事を提供します。 
(食事時間はおおむね以下のとおりです。) 
【朝食】7:30～9:00【昼食】11:00～13:00【夕食】17:00～19:00 
2)入浴：入浴又は清拭を週 2 回行います。また身体機能に応じた入浴を

することができます。  
3)排泄：排泄の自立を促すため、身体能力を最大限活用した援助を行い

ます。 
4)健康管理：医師や看護職員が、健康管理を行います。 
5)その他自立への支援：寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮

します。清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう

援助します。 
①提供するサービス利用料金、利用者負担額について 
下記の①の短期入所生活介護費の料金表によって、利用者の要介護度

に応じたサービス利用料金と②のその他の介護給付サービス費の合計し

たサービス利用料金を介護保険負担割合証の利用者負担の割合に応じた

自己負担額をお支払い下さい。 

単位：円 
 

サービス利用料金 自己負担額 
1 割負担の場合 

自己負担額 
2 割負担の場合 

要支援 1 4,380 438 876 
要支援 2 5,390 539 1,078 
要介護 1 5,990 599 1,198 
要介護 2 6,660 666 1,332 
要介護 3 7,340 734 1,468 
要介護 4 8,010 801 1,602 
要介護 5 8,660 866 1,732 

②その他サービス加算利用料金・利用者負担額について 
○介護予防の方の加算                  単位：円 
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加 算 サービス利用料金 自己負担額 
1 割負担の方 

自己負担額 
2 割負担の方 

機能訓練指導員加算 120 12 24 
個別機能訓練加算 560 56 112 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 2,000(7 日限度) 200 400 
若年性認知症利用者受入加算 1,200 120 240 
送迎加算 (片道)1,840 184 368 
区分支給限度基準点数を超えた部

分の介護給付費は給付されない。 全額自己負担 

療養食加算 230 23 46 
サービス提供体制強化加算 180 18 36 
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1 ヶ月の利用料金の 8.3％が加算 

○介護保険の方の加算                  単位：円 

加 算 サービス利用料金 自己負担額 
1 割負担の方 

自己負担額 
2 割負担の方 

機能訓練指導員加算 120 12 24 
個別機能訓練加算 560 56 112 
看護体制加算(Ⅰ) 40 4 8 
看護体制加算(Ⅱ) 80 8 16 
医療連携強化加算 580 58 116 
在宅中重度受入加算 580 58 116 
夜勤職員配置加算 130 13 26 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 2,000(7 日限度) 200 400 
若年性認知症利用者受入加算 1,200 120 240 
送迎加算 (片道)1,840 184 368 
緊急短期入所受入加算 900 90 180 
連続して30日を超えた場合 全額自己負担 
連続して30日を超えた場合の減算 300 円の減算 
療養食加算 230 23 46 
在宅中重度者受入加算 4,130 413 826 
サービス提供体制強化加算 180 18 36 
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1 ヶ月の利用料金の 8.3％が加算されます。 
☆要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険

から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画又は介護予防サービス

計画(以下「ケアプラン」という。)が作成されていない場合も償還払いとなりま

す。償還払いとなる場合、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載し

た「サービス提供証明書」を交付します。 
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、負担額
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を変更します。 
(2)介護保険給付対象外サービス 
 以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となりますが、必

要な場合はご相談下さい。 
〈サービスの概要と利用料金〉 

①食事の提供に要する費用             単位：円 

基準費用額 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 
第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 

1,380 300 390 650 
※一食ごとの食事負担額                      単位：円 

朝食分 380 昼食分 500 夕食分 500 
②居住費又は滞在費に要する費用          単位：円 

基 準 費 用 額 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 
第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 

840 0 370 370 
③特別な食事の提供 

個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用

は実費負担となります。 

④美容サービス 

事業所内にて行われる[美容サービス]については、１回につき

2,700 円(消費税込み)の実費をいただきます。 
⑤教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション・行事 

事業所外でのレクリエーションや行事・催し物等の見学にかか

る実費をいただきます。 

⑥事業所が提供する以外の物品あるいは食品等 

事業所が提供する以外の物品あるいは食品等について、希望し

た場合、ご提供致しますが、実費負担となります。 

(3)利用料金のお支払い方法 
前記(1)、(2)の料金・費用は、1 か月ごとに計算のうえ 

請求させて頂きますので、翌月 22 日までに以下のいずれかの方法

でお支払い下さい。(１か月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。) 
ア．窓口での現金支払 
イ．下記指定口座への振り込み 
  北國銀行  輪島支店 普通預金２６７２８７ 
ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 
  ご利用できる金融機関：漁業協同組合以外の金融機関 

(4)利用の中止、変更、追加 
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●利用予定期間の前に、都合により、サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場

合にはサービスの実施日前日までに事業者にお申し出下さい。 
●サービス利用の変更・追加の申し出に対して、希望する期間にサー

ビスの提供ができない場合、他の利用可能日時を提示して協議致し

ます。 
●サービスを利用している期間中でも、利用を中止することができま

す。その場合、すでに実施されたサービスに係る利用料金はお支払

いいただきます。 
５．サービス利用中の医療の提供について 
(1)医療を必要とする場合 

医療を必要とする場合は、希望により、下記嘱託医及び協力医療機

関において診療や入院治療を受けることができます。(但し、下記医療機

関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療

機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。) 
①嘱託医 

医療機関の名称 宮下医院 

所 在 地 輪島市三井町長沢 6－12 
診 療 科 内科、外科、胃腸科、肛門科 

②協力医療機関 
医療機関の名称 市立輪島病院 
所 在 地 輪島市山岸町は 1－1 

診 療 科 内科,外科,整形外科,泌尿器科,眼科,耳鼻咽喉

科,心療科,小児科,産婦人科,皮膚科 
③協力歯科医療機関・口腔衛生管理 

医療機関の名称 廣江歯科医院 
所 在 地 輪島市町野町鈴屋ユ 64－1 

(2)急変時の医療提供の方針について 
    当事業所には、常勤の医師を配置しておりませんが、嘱託医及び

協力医療機関、協力歯科医療機関との契約をしており、緊急やむを

得ない場合に対しては、嘱託医及び協力医療機関、協力歯科医療機

関の診療を受けて頂くこととなります。 
病状の悪化や急変時等の緊急事態に対して、利用者又は家族等と

の話し合いや要請等に応じて、当事業所の看護師と連携の上かかり

つけ医や嘱託医師等の派遣、救急車要請又は事業所の専用車両等に

おいて、かかりつけ医療機関、協力医療機関へ時間外診療や協力医

療機関へ緊急入院の措置を行います。 
(3)たんの吸引等の行為ができる介護福祉士の配置 
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当事業所には、夜間看護職員を配置しておりません。そのためた

んの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の

指示の下に行われるたんの吸引等を行うことができる、介護福祉士

を配置しております。  
☆具体的な行為については以下の通りです。 
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内) ・経管栄養(胃ろう、腸ろう) 

６．苦情の受付について 
(1)当施設における苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
〔苦情受付窓口〕  各部署責任者 
〔苦情解決責任者〕 施設長 
〔委員〕各部署責任者（施設内）、第三者委員（施設外） 
○受付担当 
〔職種〕生活相談員〔氏名〕池上 清隆（いけがみ きよたか） 

☎(0768)26‐1661 FAX(0768)26‐1751 
   Ｅ メ ー ル ： atenoki@skyblue.ocn.ne.jp 
○受付時間 ：24 時間受付いたします。 
口頭や書面、代理人の方の申し立ても受付いたします。なお、投

函箱を施設内に設置しております。 
(2)行政機関その他苦情受付機関 

輪島市役所 
福祉環境部健

康推進課 

所在地 〒928-0001 
輪島市河井町 2－287－1 ふれあい健康センター内 
☎(0768)23‐1136 FAX(0768)23‐1138 
Ｅメール：kaigo@city.wajima.lg.jp 

受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(土・日

曜日、祝日を除く) 

石川県国民健

康保険団体連

合会 

所在地 〒920-0968 
金沢市幸町 12 番 1 号 石川県幸町庁舎 5 階 
☎(076)231‐1110 FAX(076)231‐1601 
Ｅメール：kaigo110@sr.incl.ne.jp 
受付時間：午前 9 時～午後 5 時(土・日曜日、祝日

を除く) 

石川県福祉サ

ービス運営適

正化委員会 

所在地 〒920-8557 
金沢市本多町 3 丁目 1 番 10 号 

石川県社会福祉協議会 2 階 
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会内 

☎(076)234－2556 FAX(076)234－2558 
７．事故発生時の対応について 
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●送迎時及び施設内において事故等が発生した場合は、事故発生時に

おける内容を対応した職員が事故報告書をリスクマネージメント委員に

提出し、ただちに施設長に報告します。施設長は内容により事故の状況

を理事長に報告します。 
●事故発生時に対応した職員は、事故発生内容に応じて速やかに家族等

に連絡するとともに嘱託医、協力医療機関及びその他の医療機関に処

置・診療・入院治療等を行ってもらいます。 
●重大な事故（死亡・事故が原因による入院・食中毒・感染症・結核・職員

の法令違反・職員による不祥事等）の場合は、輪島市及び利用者の保

険者の担当課に報告し、事故報告書を提出するものとします。 
●事故報告書に基づきリスクマネジメント委員会及び事故対策委員

会を開催し事故を未然に防ぐような対応を検討し事故再発防止に

むけて取り組みます。 
８．サービス提供における事業所の義務 

当事業所では、サービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 
①生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 
②体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と

かかりつけ医師と連携を図ります。 
③提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとと

もに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交

付します。 
④身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。但し、生

命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を

記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があ

ります。 
⑤サービス提供時において、病状の急変が生じた場合その他必要

な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機

関への連絡を行う等必要な処置を講じます。 
⑥事業所及び職員は、サービスを提供するにあたって知り得た利

用者又は家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務） 
  ただし、緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に

心身等の情報を提供します。 
 また、正当な理由がある場合には、事前に同意の文書を得た上

で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるも

のとします。 
９．サービスの利用に関する留意事項 
 当事業所のご利用にあたって、快適性、安全性を確保するため、下記
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の事項をお守り下さい。 
(1)サービス提供の流れ 

●サービス提供に先立って、介護保険者被保険者証に記載された内容を

確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は、

速やかに当事業所にお知らせ下さい。 
●ケアプランに基づき、利用者の意向を踏まえて、「計画」を作成しま

す。なお、作成した「計画」は利用者又は家族等にその内容を説明い

たしますので、ご確認いただくようお願いします。 
(2)事業所・設備の使用上の注意 
●居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 
●故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず事業所

の設備を壊したり汚したりした場合には自己負担により原状に復し

ていただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 
●サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものと

します。但し、その場合プライバシー等の保護について、十分な配慮

をします。 
●当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、

政治活動、営利活動を行うことはできません。 
(3)喫煙・飲酒 
●事業所内の喫煙・飲酒はできません。  

１０．損害賠償について 
  当事業所において、事業所の責任により生じた損害については、速

やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様と

します。ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が

認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と

認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 
１１．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から要介護認定の有効期間満了日

までですが、契約期間満了の７日前までに契約終了の申し入れがない

場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを

利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った

場合には、当事業所との契約は終了します。 
①死亡した場合 
②要介護認定により自立と判定された場合 
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由

により閉鎖した場合 
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④事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能

になった場合 
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞

退した場合 
⑥解約又は契約解除の申し出があった場合 (詳細は以下をご参照下さい。 ) 

⑦事業所から契約解除を申し出た場合 (詳細は以下をご参照下さい。 ) 
(1)利用者からの解約・契約解除の申し出 

 契約の有効期間であっても、本契約を解約することができます。その場合

には、契約終了を希望する日の７日前までに通知して下さい。ただし、

以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 
①サービス利用料金の変更に同意できない場合 
②入院された場合 
③ケアプランが変更された場合 
④事業所もしくは職員が正当な理由なく本契約に定めるサービ

スを実施しない場合 
⑤事業所もしくは職員が守秘義務に違反した場合 
⑥事業所もしくは職員が故意又は過失により利用者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継

続しがたい重大な事情が認められる場合 
⑦他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合も

しくは傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応

をとらない場合 
(2)事業所からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことが

あります。 
①契約締結時に、心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 
②サービス利用料金の支払いが６か月以上遅延し、相当期間を定めた催

告にもかかわらずこれが支払われない場合 
③故意又は重大な過失により事業所又は職員もしくは他の利用者等の

生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
(3)契約の終了に伴う援助 
   契約が終了する場合には、事業所は利用者の心身の状況、置かれて

いる環境等を勘案し、必要な援助を行うように努めます。 
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当事業所のサービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行い、説明書を交付しました。 

平成  年  月  日 
 

所在地  石川県輪島市三井町小泉上野２番地 

事業所名 あての木園短期入所センター 

説明者職名 生活相談員  氏名             ○印 

 
 

平成  年  月  日 
 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、サービスの

提供開始に同意しました。 
 

利用者住所                     

 
利用者氏名               ○印  

 
署名代行者 

 私は、利用者の意思を確認したうえ、次の理由により署名を代行しました。 

1．寝たきり 2．認知症 3．手の障害 4．その他(           ) 
 

住所                        

 

氏名                  ○印  

 

利用者との関係            
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．職員の配置状況 

<配置職員の職種> ※特別養護老人ホーム・短期入所生活介護事業含む 

介護職員 
利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相

談・助言等を行います。 
生活相談員 

利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行い  

ます。 
看護職員 

主にご利用者の健康管理や療養上の世話を行いますが、

日常生活上の介護、介助等も行います。 
医 師 

利用者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 
 
２．契約締結からサービス提供までの流れ 
（１）利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針につい

ては、「居宅サービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏

まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計画」に定めます。

契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第３

条参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

②その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、契約者及び利用

者等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更さ

れた場合、もしくは契約者及び利用者等の要請に応じて、変更の必要

があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及び

ご利用者等と協議して、短期入所生活介護計画を変更します。 

④短期入所生活介護計画が変更された場合には、契約者又は利用者

に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。  

①当事業所の計画担当作成者が短期入所生活介護計画の原案作成やその

ために必要な調査等の業務を担当します。 
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（２）利用者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されて

いない場合のサービス提供の流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 
 
 
 
 
 
 

↓ 

施設サービス計画（ケアプラン）の作成 

↓ 

 

 

 

 

 

②要介護認定を受けていない場合（１） 

 
 
  

○要介護認定の申請に必要な支援を行ないます。 

○短期入所生活介護計画書を作成し、それに基づき、ご利用者にサービ

ス提供します。 

○介護保険給付対象サービス・給付対象外サービスについては、利用料

金をいったん全額お支払いいただきます。（償還払い） 

自立又は要支援と認定された場合 

○契約は終了します。 

○既に実施されたサービスの利用料金・居住費・食材料費は全額自

己負担になります。 

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行ないます。 

○短期入所生活介護計画を作成し、それに基づき、利用者にサービスを提供

します。 

○作成された居宅サービス計画に沿って、短期入所生活介護を変更し、それ

に基づき、ご利用者にサービスを提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料

金（自己負担額）をお支払いいただきます。また介護保険負担限度額認定

証に記載されている金額もお支払いいただきます。 
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②要介護認定を受けていない場合（２） 

 
 
  

○要介護認定の申請に必要な支援を行ないます。 

○短期入所生活介護計画書を作成し、それに基づき、ご利用者にサービ

ス提供します。 

○介護保険給付対象サービス・給付対象外サービスについては、利用料

金をいったん全額お支払いいただきます。（償還払い） 

要介護と認定された場合 
 

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきます。必要に応じて、

居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行ないます。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

○作成された居宅サービス計画に沿って、短期入所生活介護計画を変更

し、それに基づき、利用者にサービスを提供します。 

○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付対象額を除

いた料金（自己負担額）をお支払いいただきます。また介護保険負担限

度額認定証に記載されている金額もお支払いいただきます。 
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別 紙 資 料 
 
 

１）行事・クラブ活動・レクリエーション活動一覧表 

２）介護保険サービスを利用される方やご家族の皆様に 

３）短期入所センターのご案内 

４）介護サービスに関する苦情処理体制 

５）事故対策委員会実施規約 
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１）行事・クラブ活動・レクリエーション活動一覧 
 

月 行事名  クラブ等 開催 

１ 新春のお祓い・正月帰省  生花クラブ 月１回 

２ 節分  書道クラブ 月１回 

３ ひな祭り  ナツメロクラブ 月１回 

４ 花見・曳山祭  俳句クラブ 月１回 

５ バスハイク  法話 月１回 

６ 市祭見学  買い物クラブ 月２回 

７ 七夕・物故者法要  山崎倶楽部 月４回 

８ 
盆踊りとお祭りの夕べ・

お盆帰省 
 リハビリ 月２回 

９ 敬老会・バスハイク  レクリエーション 随時 

10 運動会・バスハイク    

11 作品展覧会    

12 
クリスマス集会・お正月

帰省 
   

 定例会が毎月あります    
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２）介護保険サービスを利用される方やご家族の皆様に 
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３）短期入所センターのご案内 

 

 

  

夜間入り口 

○短期入所

センター 

入り口 

短期入所センター 
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４）当施設における介護サービスに関する苦情処理体制 
 

 

報
告 

事故対策委員会 

受付 

苦情受付担当者 

（副施設長・事務長、主任、各種サービス管理者・責任者） 

苦情内容・対応・現在の

状況等の報告 

苦情解決責任者（施設長） 

第三者委員 

（法人役員・評議員・人権擁

護委員） 

リスクマネジメント委員会 

輪島市介護保険担当課 

石川県健康福祉部長寿

社会課 

 

顧問弁護士 

報告・相談 

報
告 

招
集 

報告・

助言 
相
談 

事
実
の
確
認
・
助
言 

苦情解決責任者（施設長） 

立
ち
会
い
・
助
言 

報
告 

改善状況の呈示・和解交渉 

社会福祉法人 輪島市福祉会 苦情対応フロー① 

（重大な不当行為に関する苦情） 

【例】 

虐待（身体的・精神的・経済的・性的虐待等） 

法令違反（不正請求・人権侵害・プライバシー違反・違法行為等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

利用者又は家族等（利用者等） 

利用者又は家族等（利用者等） 
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５）事故対策委員会実施規約 
 

事故対策委員会実施規約 
 

１ 対策委員会の目的 

1. 事故防止に対する職員の意識の道徳の涵養と向上を図る。 

2. 事故防止のためのマニュアルの作成と見直しを行う。 

3. 事故防止マニュアルの周知と活用を進める。 

4. 事故防止のための研修の計画と実施。 

5. 事故発生時における対応と再発防止の対策をとる。 

6. その他事故防止に関する対応。 

 

２ 対象事故の範囲 

社会福祉法人輪島市福祉会が設置経営する事業所（特養、短期、デイ、訪問

介護、訪問入浴、居宅介護支援）にかかる火災、地震、その他自然災害を除

く全ての事故を対象とする。 

 

３ 委員会の設置 

リスクマネジメント実施要綱第６条第１項の定めによる。 

 

４ 委員の構成 

リスクマネジメント実施要綱第６条第１項（１）の定めによる。 

 

５ 委員長・副委員長・事務局の選出 

リスクマネジメント実施要綱第６条第１項（２）の定めによる。 

 

６ 委員会の開催 

リスクマネジメント実施要綱第６条第３項の定めによる。 

 

７ 委員会での検討事項の公表 

委員会での検討事項は、個人のプライバシーに配慮して直ちに公表し、事故

防止に資する。 

 

８ 事故の報告 

発生事故時における内容及び対応については、リスクマネジメント実施要綱

第７条第２項の定めによる。 

 

９ その他 

事故防止に関するその他の事項は、リスクマネジメント実施要綱第８条に定

めにより対策委員会でその都度決め、リスクマネジメント委員会に報告する。 
 


